
税
務
収
納
課 
☎
66
◆

1
1
1
7

市
税
延
滞
金
な
ど
の
割
合
の

計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す

平
成
26
年
1
月
1
日
以
降
は
、

延
滞
金
と
還
付
加
算
金
の
割
合
の

特
例
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
6

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
26
年
1
月
か
ら
記
帳
・
帳

簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象
者
が
拡

大
さ
れ
ま
す
。

平
成
26
年
1
月
か
ら
、
事
業
所

得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所

得
を
生
ず
る
業
務
を
行
う
す
べ
て

の
方
は
、
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保

存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
記

帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
制
度
は
、

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
い
方
も

対
象
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h
ttp
://

w
w
w
.nta.go.jp

）を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
名
古
屋
国
税
局
で
は
、

e-T
ax

の
利
用
方
法
な
ど
を
メ
ー

ル
で
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー

ル
ソ
フ
ト
の
宛
先
に
、e-ta

x

＠n
a
g
.n
ta
.g
o
.jp

を
入
力
し

て
、
空
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と

で
登
録
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署
個
人
課
税

第
一
部
門

　

☎
０
５
３
２
◆

52
◆

６
２
０
１

安
全
安
心
課 

☎
66
◆

1
1
5
6

年
末
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

市
民
運
動
　
12
月
1
日
～
20
日

年
の
瀬
を
控
え
、
あ
わ
た
だ
し

さ
を
感
じ
る
季
節
と
な
り
、
そ
の

ス
キ
を
狙
っ
た
犯
罪
が
起
き
が
ち

に
な
り
ま
す
。
犯
罪
に
あ
わ
な
い

た
め
に
は
、
防
犯
の
ポ
イ
ン
ト
を

理
解
し
、
日
常
的
に
実
践
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

運
動
の
重
点

○
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗
の

防
止

○
ひ
っ
た
く
り
な
ど
街
頭
で
発
生

す
る
犯
罪
の
防
止

○
子
ど
も
と
女
性
が
被
害
者
と
な

り
や
す
い
犯
罪
の
防
止

○
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
防
止

観
光
商
工
課 
☎
66
◆

1
1
2
0

年
末
年
始
観
光
道
路
な

ど
の
営
業
時
間

初
日
の
出
、初
詣
な
ど
の
た
め
、

特
別
営
業
を
し
ま
す
。

営
業
時
間　
12
月
31
日
㈫
午
後
11

時
～
1
月
1
日
㈷
午
前
8
時

◆
三
ヶ
根
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

　

通
行
料
金
：
普
通
車
410
円

◆
鳳
来
寺
山
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ

　

駐
車
料
金
：
普
通
車
500
円

　市、商工会議所、愛知工科大学、市内企業などでつくる「がまごおり産学官ネットワーク会議」では、
「あわびの陸上養殖プロジェクト」を立ち上げ、12月中旬から試験養殖をスタートさせます。これを記念
して講演会を開催します。

と　き　12月18日㈬ 午後1時30分〜4時30分（開場：午後1時）
ところ　商工会議所コンベンションホール、旧市民プール
内　容　第１部　午後1時30分〜午後3時　講演会（商工会議所コンベンションホール）
　　　　　　「愛知県栽培漁業センターにおけるクロアワビ種苗生産について」
　　　　　　講師：（公財）愛知県水産業振興基金　栽培漁業部生産課　主査　荒川　純平
　　　　　　※このほか、陸上養殖装置の概要説明を行います。
　　　　第２部　午後3時30分〜4時30分　現地見学会（旧市民プール）
　　　　　　希望される方を対象に養殖施設を案内します。
定　員　50人（申し込み順）　　参加費　無料
申し込み　 12月12日（木）までに、ファクスまたはＥメールで、勤務先（住所）、氏名、電話番号、現地見

学会の参加の有無を明記の上、企画広報課（FAX66◆1190 Ｅメールkikaku@city.gamagori.
lg.jp）へ。

※随時、現地見学会を行います。興味のある方、養殖事業に参入したいと考えている方は、ご連絡ください。

あわび陸上養殖施設の開所記念講演会

企画広報課 ☎66◆1162
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本則 現行の特例
現行の特例による
平成25年中の割合

改正後の特例
【参考】特例
基準割合が
2％の場合

延
滞
金

納付期限の翌日から
1カ月以内

7.3％
商業手形の
基準割引率＋4％

4.3％
特例基準割合
＋1％

3％

納付期限の翌日から
1カ月経過後

14.6％ なし 14.6％
特例基準割合
＋7.3％

9.3％

還付加算金 7.3％ 公定歩合＋4％ 4.3％ 特例基準割合 2％

※特例基準割合とは、財務大臣が前年の12月15日までに告示する割合（国内銀行の新規の短期貸出約定
平均金利の前々年の10月から前年9月までの各月における年平均）に1％を加算した割合です。


